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資料

特別支援学校教員の初任者研修における実施内容の変遷

~一自治体における校外研修に着目して~

内海友加手iJ* .安藤 隆男ド土

特別支援学校教諭免許状の保有率が依然低く、教員構成における若手教員の糾合

がおまる今日、教員の資質能力i句!二は現職教育における喫緊の課題である。本州究は、

現職教育の初段階として重視される初任者研修の変選をi明らかにすることを目的とし

た。任命権者である都道府県教育委員会が実施する校外研修に着目し、若手教員の割

合が比較的高い I~I if:d本の{IJr11多実施概要を、文部科学省が示した枠組みにI!{:{らして検討ー

した。 内容は基礎的な知識を提供するものが多く、変選の背景には学習指導安領改訂

や特別支援教育 ilJIJ 皮への転換等、 I~ßI の施策に応じて組み込まれていた。また、重度・

重複w!rL宗教育等、学校教育における課題が継続的に実施されていた。近年、初任者研

修は 2{I~ I~I ・ 3 年 I~I 教員に対しでも行われるようになった。授業研究等の実践1'19 な内

容が取り高11まれ、 H々の実践における課題解決や校内研修とのつながりが重視されて

いることが示11変された。

キー・ワード:初任者研修校外研修 特別支援学校教員

1.問題の所在と昌的

1 .特定IJ支援学校における現職教育の現状と

課題

王子成27年 12月、 1:1:1央教育審議会は「これか

らの学校教育を担う教員の資質能力の向上につ

いて~学び合い、高め合う教員育成コミュニ

テイの構築に向けて(答申)Jをとりまとめた(文

部科学省， 2015)。学校教育における ICTの活用

や特別支援教育の充実などの新たな課題への対

応や、教員の大量退職・大量採用による年齢や

経験年数の不均衡がもたらす環境の変化に対応

すべく、教員の資質能力向!二に向けた養成・採

用・均r修のイ本(19改が必安であると強制され

た。

このような提言が示されるなかで、特別支援

本 Hi:i皮k"r:k ''/: I::;e人InJ総i'i1l'，/:iiJI究科
目 J).L波大学人11¥j系

教育においては、養成教育と現職教育を一体

!'l旬、述続的に捉えることがむずかしい(安藤，

2009)。その翌日出として教育職員免許法附良IJ第

16J]ミの存在を挙げることができる。すなわち、

基礎免許状を有する者は、当分の11¥1、特別支援

学校教諭免許状を有さなくても特別支援学校の

相当の学部の教員となれることから、特別支援

学校教員に求められる資質能力は制度ト，担保し

えない状況にある。現在、特別支援学校教員の

特別支援学校教諭免許状保有率は72%程度、新

規採用者は約 67%にとどまっており(文部科学

省， 2016)、従前から改葬すべき諜題として指

摘されていた(1111:11 ・古手1]， 2010 ; ) 11合・ j熊井，

2012)。

特別j支援学校教員は、長きにわたり新たな謀

;むに向き合い、対応してきた。たとえは、)J支体不

r~! 11:1教育では、半世紀前から児2往生徒の I~~n~害の

重度・:lll:後イヒが顕在化し、現在ではその割合は
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全体の約 4分の 3に迷している。教育課税の編

成上、あるいは指導の皮肉上において自立j舌動

の指導が重要となっているほか、教育の場にお

ける医療的ケアの導入と実施が話題となってい

る 。 近年では、医療(i~ケアを必要とする児童生

従は知的|涼害特別支援学校、病弱特別支援学

校とも 50%を必える学校で在籍し(文部科学

省， 2008)、小rl:1学校における実施も 1]ニ I~I され

ている。教員と看設!'liliなどの外部専1"]家、ある

いは教員 11\1 の述携が~~!~\llil となっている(松原，

2016)。また、特別支援教育制度への移行後、

通常の学級に在籍する発達|障害のある児叢生徒

の存在も注目されているところである。特別支

援学校は、j地也j域或における特B別i日j支援教育のセン

夕一(的:1杓i内句叶十機f没長姉台能色を果たすことが求められている (玄

n藤;捺長， 2009)。特別支媛教育制度転換期に行われ

た特殊教育諸学校教員に対する現職研修ニーズ

の調査からも、指導法やク己主主主主主理解などこれ

まで‘特殊教育が培ーってきた専門性に依拠するも

のと、障害の重度・霊後化にともなう新たな矢1]

被や軽度発達障害等の迎IW(，など、特別支援教育

への移行による新たな早川引~t(，こ依拠するも のが

挙げ、られた(蔚藤 ・前)11.安藤・足之上 ・瀬戸仁l'

j京EEI.松原・ 'fl~o.坂， 2006)。これらのことカか、ら、

特別支援教育における教員の専 I~門1引可斗引l可Ij'十刊，性l

たり、 JJIJ[i説教育のさらなる充実が喫緊のli川辺で

ある。

2.現職研修における初任者研修制度の導入

と基本的構造

教育公務員特例法は、現職教育の核となるJJI

J[i技研修を規定している。 法定研修として、ネDJ任

者側修(第23条)や 10{1::経験者研修(第24条)

を位世付け、任命椛者である都道府県、指定都

ili、1:1:1核市教育委員会が計画的に実施すること

を定めている(第25条)0 現職研修の体系的経

1iil!は、昭和53年の1=1:1央教育審議会答申「教員

の資質能力の|向上についてjにおいて指摘され

(文部省，1978)、そのことをきっかけとして全

国の都道府県では「教員砂f修の体系化jがなさ

れはじめた Ul二波， 2008)。この1+1で、採用初年

度から 3年目までは教職人生の恭推となる霊安

なi時期である (Huberman，M.， 1989) ことから、

新任教員に対する行政研修強化の方策はくりか

えし提案され(三輪， 1988)、昭和:161 {I三臨時教

育審議会第 2次答申によって、初任者研修制度

の導入が提言 された(文部省， 1986)0 "日和62

年の教育職員養成審議会は、「主11ff:i7&(1旬、計画 '~I句

な現)[i~1!H修を尖施し、実践''1'0指導力や教員とし

ての使命感を深めさせることは、 JJV[i技研修の第

一段階として必安不可欠であり、その後の教員

としての職能成長に欠くことのできないもので

あるJとして、初任者研修とそのtlJlJJ支化を強く

訴えた(文部省， 1987)。これらをKJ:て、平成元

年に小学校で、の笑施が本絡化、平成 2{I::には 1=1=1

学校、平成 3年には高等学校、平成 4jj::には特

殊教育諸学校等の段階的実施を経て、 全校種に

おいて義務化へと至った。

初任者研修は学校内の相|イ|多(以下、校内研修)

と教育センタ一等の学校外における似 11多(以

下、校外1iJf11多)で構成される(JJli部， 2009)。現

在、校内砂f修は教員に必要な素主主や授業実践に

ついて指導教員から 指導を受け ながら、 年!日j

30011寺1111以上にわたり実施されている。校外研

修は年1111251::1 1111 以|二の日税で実施される。内

容は教育センタ一等での講義やがn~t、企業・祈

祉施設等で、の体験や、 I~I 然体!段、街 i l~11í)f修など

で構成される。

3. 近年の初任者研修の位置づけ

近年、|宝]t)~ ' 1日:イ'-tの大量ÆJm武などにともなう採

用者数の羽力11により、教員経験年数 5jl三未満の

若手教員の ~lfIJ i'ìが最も高く(約 20%) 、経験年

数が11{Iミ~ 15年のいわゆるミドルリーダーク

ラスの教員の 2倍以上となる状況が報告されて

いる(文部科学省，2013)。このことも影響して、

先212教員から若手教員への知識・技能の伝達と、

若手教員がもっ知識・技能をどのように生かす

かを含め、1UI:修の環境整備などの早急な対策の

必要性が指摘されている(文部科学省， 2015)。

特別支援学校においては若手教員の I~i める制合

は21.9%と高く、前述のように養成・採用段階

までの多様な背来をもっ教員集団であること

や、多様化・ 複雑化した学校教育の諜題を考慮
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特別支援学校教員の初任者川修における実施内容の変~

するとき、 そのj早j引11可J'日印'1七性l七1

りわけ初f任壬者{柑州研り川肘r修に係る論究が待たれるところ

でで、ある O

4. 呂的

本研究では、特日IJ支媛学校教員に対する11]任

者研修の内容を経年IY0に比較し、実施内容の特

徴と変濯を|明らかにする。具イ本iめには、文部省

が初任者研修導入11寺に示した年!日j研修項目例に

着目し、小学校等との比較から、特殊教育;治学

校の初任者{iJr修の特徴を検討した。また、特殊

教育諸学校及び特別支援学校の初任者研修の内

容の変j涯を検討するため、ある I~I 治体の校外研

修に着目し、実施項目の変選をi主|の施策の動向

と!照らして考究した。

1I.方法

1 .対象および取り上げる資料

~W:7JIJ支援学校の設置者である都道府県教育委

員会が作成したJ克服研修実施内容の概要に関す

る資料をrFJいる。対象とした自 j台体(以下、自

治体Aとする)は、関東地方にあり、人口規伎

は47都道府県のうち上位 4分の lに位世づく。

近年の新設校の設置などから教員採用数を地や

しており、若手教員が占める割合が比II史的高い。

文部科学省 (2015)が指摘した経験年数の均衡

が崩れ始めた教員構成と共通 しており、 M1:T:者

研修の果たす役割が相対的に大きい自治体と考

えられる。

資料は、 I~I 治体Aの教育センターが1i)HI参事業

の概要を記録し、各学校等関係機関に配布 して

いる「事業概要JをJlJいる。 年一 IHJ、年度の始

めに刊行され、当該ゴ|三)支に予定される教育セン

ター主催の現職研修会概要が収録されている。

研修は、初任者研修やその他の教職経験者7iH修

が合まれるは主本{iJH!刻、それぞれの課題に応

じて専門性の向上を目指す「専門研修J、長期

砂|修などの「特別砂HI刻によって梢成されてい

る。似修の種類や学:校杭を 11日わず、{りr修項目や

1:1数について体認すること ができるも のであ

る。
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2. 手続き

自治体Aの教育センターに対してj也設を説明

し、研究協力の同意を符た。 後1:1、研究者が教

育センター内で資料の収集を行った。待られた

資料は、特殊教育諸学校において初任者研修が

導入された平成4年度から平成28c;I二度までであ

る。

3. 分析の視点

(1)初任者研修導入時における小学校等と特

殊教育諸学校の年 1 1別訪日i多 I~I 例の比*交 :都道府

県教育委員会が実施する初任者川修について、

特殊教育諸学校の特徴を折iJ•J，するため、 ilìlJ 度

導入H寺に文部省が示した枠組みである「初任者

研修年 1111研修項目例J(文部省， 1989;文部省，

1992) について、小学校等と特殊教育諸学校の

内容を比II史した。

(2) 自治体Aにおける初任者研修の内容の変

選:自治体Aの校外研修実施項目を、文部省

(1989; 1992)が示した枠組みに!照 らして分類 し、

領域ごとに変遷を分析したり平成 9年度から平

成28{1三度までの変還を分析するにあたり、特

殊教育/特別支援教育に係る i主lの施策との関連

から、次の 2つの出来事に着目した。第一は、

平成 11{Iミの特殊教育諸学校学習指導要領の改

訂である。小学校学習指導要領等との初めての

l可 11寺改訂で、 I~ 立活動の成立や個別jの指導計画

作成が義務化される(安藤， 2016) とともに、

小学校学習指導姿領等における特殊教育関述事

項の規定が可能となった。第二は、平成 19{jミ

!支からの特別j支援教育ililJ度への転換である。小

学校等の通常学級に在籍する発達|埠答のある児

童生徒がクローズアップされ、特別支援学校の

役~iiljが新たに付与さ れた。加えて教員免許制度

が大きく改正された。なお、資本iの記述方法が

平成 9年度か ら変更と なったため、それ以前の

資料は分けて分析を行った。

ill. 結果

1 .制度導入時における特殊教育諸学校の初

任者研修の特徴

(1)医!の年間研修項目例の提示と都道府県教



内iN 友加不IJ.安JHi I髭タj

育委員会等による年同研修計画作成手続き:文

部省は初任者研修制定時に「初任者相f修<{r-l1lj研

修計画作成安領J(以下、作成安領)を示した。

都道府県教育委員会又は指定都市教育委員会

(以下、都道府県教育委員会等)は、初任者研

修実施史:項第 5項に基づき {r-:IIIJ研修計画を作成

する。主r:IIUiiJf11多計i垣iは、校内州1年、校外相HI多及

び宿泊{りr修について、それぞれ研修項目、研修

期間、{りr修日数等必'}，gな司王立えを定めるものであ

る(文部省， 1989)。校外研修、宿泊iiJHI多につい

ては内容・方法を決定するものであり、校内研

修については、各学校に対ーする実施準員IJとして

の意i床をもっO この年間研修計画iをイノr:成するj揚

合に、文部省の示した作成安飯を参考にするよ

う位出づけた(文部省， 1989)。作成w領には校

内研修及び校外研修に関するブ]法、1::1数、内容

のflijZI点などが示されている。作成安領の「総

員IJJにおいて、都道府県教育委員会等は 1111

研修項目例」を参考にし、定IJ意工夫を行い、年

間研修計画を作成することが示されている。 年

1M]研修項目例には、 f基礎的素養J、f学級経営j、

『教科指導J、f養護・訓練j(吉・聾・養護学校

のみ)、 f道徳j、『特別活動J、r~J::. 1.走指導Jの領

域ごとに具体的な項目が示されており、小学校

等及び特殊教育諸学校についてそれぞれ導入H寺

に公表された。 :()J任者iíJ HI多導入 II~J: の I:R Iのに

おけるWY)iJ教育諸学校教員の研11参内容の特徴を

l列らかにするため、小学校等(文部省， 1989) 

と富・聾・養護学校(/ト・中学部) (文部省，

1992)の年1111研修項目例を比絞した。小学校等

の年IIIJ拘1:11多JJi1=1例を Table1-1 ~こ示し、小学校等

にはなく古・聾・養護学校(小・J:I:I学部)にの

み認められた研修項目を Table1-2に表記した。

なお、富.!JJ事・養護学校(小・ 1=1:1学部$)にはなく、

小学校等にのみ認められた項目には、表中に[]

をつけて示した。

(2) 年間研修正IE=J例における特殊教育諸学校

の研11華内容の特徴:小学校等と特殊教育諸学校

の年IIIJ研修項目例を比較すると領j或の設定にお

いて児なるものと、共通するものとに大別でき

る。本{りf~j'Eでは呉なる領域としての①養護・司11
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線と、②共通する領域の 2つの観点に着 I~I し分

析する。

①養護・前線:小学校当?と特殊教育諸学校を

比較すると、特殊教育諸学校にのみ、『養護・

詩11料uが設けられている。 r養護・訓練jは領

域を越えて f教科指導Jとの関連で取り扱う内

容と、『養護・訓練Jの領域でl[x.り扱う内容か

ら構成される。T)iJ者は「授業の参II)tと尖胞J(1) 

~ (11)のように、主に校内相r11多として、より

実践的な内容が1:1:1心となっている。後者は、教

育センタ一等における校外研修として位世づけ

られるものが多く、「養護・訓練の意義j等の

~I日念・理論 (10 な内容が1+1心となっている。なお、

特殊教育諸学校における「鋲j或・教科を合わせ

た指導の意義と実際jは『教科指導j、f養設・

fUlI *~~j 、 W:iili 1![~j 、 WWS:7J lJ i百 [I)Jj の怒り或に対して横

Ij;)fi'l0にljKり扱うこととされた。

②共通する領域:小学校等の 6つの領域は、

特殊教育諸学校の領域としてすべて共有されて

いる。小学校等と特殊教育諸学校の比較から、

一方に独自の項目が認められるものと、研修項

1;1の扱い方が見なる場合とが認められた。前者

は、特殊教育諸学校のみ f特別活動Jの領域に

「交流教育」に関する研修項目が認められた。

後者は、たとえば rlJ;1Ö~ (10業主主jの「心身

児の理解Jは、小学校等では校外研修で、特殊

教育諸学校では校内研修で取り扱われていた。

2. 自治体Aにおける特殊教育諸学校/特別

支援学校の初任者研修(校外研修)の変

遷

(1)校外出:11多の概~:導入当初j から平成 14

年度まで、校外相|イ!多は年IIIJ30U杭!支、社I?i'1研

修は 4il~1 5 FIと設定されていた。平成 15年度

以降は校外研修の EIWx:を 25 日程度、 ?I~I研修

を3?(I 4 1=1に11多jIされた。また、王子)J)(:24年度

以降初任者研修に加えて、 2{I三次.3 {I三次期イ与

を力11えた「若手教員{りf11引が導入されたことに

より、校外における初任者研修の 1:]数は約 18

日に訓整された。 1{r: IIUにわたる初任者研修に

おいて、実施される1iJr修の全項目数を集計した

ところ、 {I-:1111約50~ 70 JsI 1=-1となることカ'"1円ら



特別支援学校教員の初任者;-iiJf11まにおける実施内容の変選

Table 1-1 1'))任者研修年同研修項目例(小学校等)

時期 基礎的素養 学級経営 教科指導 道徳 特別活動 生徒指導
0学校教青の現状

0学級経営の意義
指導案・週案の書

0道徳教育の意義
0学校教育と特別 学習態度の形成の

と課題(1) き方 活動 指導
0教員の勤務と公

教科指導の基礎技 0道徳教育の進め 特別活動の全体計
務員としての在り 学級経営案の作成

{村 方(1) 画
0児童理解

方
教員としての心構

学級組織の作り方
授業の参観と実施 道徳授業の内容と

学級活動の進め方 児童理の実解態担握・
え (1) 方法 児童 の方法

0間和教育
年度当初の学級事 授業における児童 授業の参観と実施

{集団指導の技術]
務の進め方 理解 (1) 

A寸Uー、 同和教青 保護者会の進め方
授業の参観と実施 集団指導と個別指

期
(2) 導

0学校教育と健 教室環境設定の進 0教材研究の方法 0教員と児童の人
康・安全 め方 と実際 間関係
保健安全指導の進

家庭訪問の進め方 教材研究の進め方
児童のほめ方・し

め方 かり方

給食指導の進め方
学級集団の指導の 授業の参観と実施

進め方 (3) 

通知表の作成 授業の進め方(1)
1学期の学級経営 ァストの作成と評

の評価 価の仕方

業夏 0体験的研修
[0学級経営の診 0教科指導と教育 0道徳授業の分析 0特別活動指導の 0問題行動の理解
断} 機器の活用 と診断 要点 と指導の進め方

期季
0授業の分析と診 0集団宿泊等の指 0教育相談の進め

関休
断 導の実際 方

0教職観の;函養
2学期の学級経営

授業の進め方(2)
0道徳教青の進め 0学校行事の進め 0地域ぐるみの生

の計画 方(2) 方 徒指導の進め方
0学校教膏の現状

0学級集団の指導
授業の参観と実施 授業の参観と実施 学校行事の指導の 0生徒指導の意義

と課題(2) (4) (2) 実際 と実際

[0心身障害児の [0学年経営と学
(0偲人差にItじ

児童会活動の指導 [0個別指導の進
理解〕 級経営の関係]

た学習指導の進め
の実際 め方]

方)

0学習指導要領と 学年会への参加の (個別指導・グルー lm活動の指導 [個別指導の進め
教育課程の編成 仕方 ブ指導・一斉指導) の実際 方}

2 0学校の組織と運
学級通信の作り方

0学習指導と評価 問題行動に関する
品十品、 件昌以司 の要点 事例研究
期

校内組織と運営
保護者との面談の 授業の参観と実施

教青棺談の進め方
進め方 (5) 

学校組織の在り方
2学期の学級経営

教湾機器の利用
学校における生徒

の評価 指導体制
学校の教育環境作 授業の参観と実施

(6) 

PTAの組織と運営
教材・教具の作成

と活用の仕方

授業の参観と実施
(7) 

0実践的研究の進 3学期の学級経営 0年間指導計画の 0道徳教青の年間 特別活動の反省と 生徒指導の反省と
め方 の計画 作成 指導計画の作成 評価 評髄
0教員の研修と自 年度末の学級事務 授業の参観と実施 授業の参観と実施
己成長 処理の仕方 (8) (3) 

3 
1年間の学級経営

授業の参観と実施 道徳授業の反省と
件十以唱

校内研修への対応 の評髄と次年度の
(9) 評価

計画
期

01年間の体験発

表
授業研究の進め方

授業の参観と実施
(10) 
授業の反省と評価

市文部省(1989)，文部省 (1992)をもとに筆者が改変.

OF:1lを付した項目は校外における{りf修正iI~I ， jgr， 1=11の項目は校内における研修項目である.
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Table 1 目♂2 初任者j拘矧研り羽苛f-修年i間i品喝j立H却捌研d討冴f-牟イ修イ

両語J 基礎的蓋整一 学級経営 教税務滋 革審議・需11綾 道徳 特別活動 生徒指導

学級経営案の作成

心身鶴害児の理解 と学級組織の作り
授業形態と集団の 0養護・訓練の意 進路指導の意義と

方
構成 議 実際

授業の参観と実施(1) と0実交際流教育の意義

f受授業業にのお参け観ると児皇童堕理{2解) 

寸品ムニ4ー. 
0心身降客児の心

真月 重iと二実主施翠(・病理
慢業の参観 3) 

児童生徒と障害の
状態の実態把握の

方法

授業の参観領|指と量導実三計整施画(担4)の圭一合生盛わ一せた指導の意義と実際

開開休業季要 0侵業の分1の0析養基と礎護診技断訓術練指導

0補助的手段、代

行手段の活用の仕 交流教育の進め方

2 
→会Mー、

期

3 
一金辻「、

期

授業の反省と評価

註:文部省(1989)，文部省(1992)をもとに筆者が改変.

01=11を付した項目は校外における{叫修項目 ，;!W:印の項目は校内における研11多J:fII~I である.

かになった。そのうち、特殊教育に関する研修

は、平成 4年度から平成 8年度までは1iJF修の概

要のみ示されていた。平成 4年度から平成 6年

度までは「心理検査」、「重度・重複障害教育推

進校の参観J、「心身続安理解推進校の参観j、

「心身障害児に関する教育相談Jであり、平成

7年度、平成 8年度は「心身障害児にi却する教

育相談Jが「心身障害児に関する指導法jへと

変更された。平成 9年度以降研修項目は地加し、

特別支援教育flliJ度へと転換した平成 19年度が

最も多い結果となった。研修項目は年々変化し

ており、次にその変選を領域ごとに検討する。

(2) 領j或ごとの項目の変選:平成 9年度以降

の研修項目について、分析の視点に示した 2つ

の出来事に注目して、領域ごとの変遷を示した。

加えて、これら国の施策動向とは加に、学校教

育における不易な課題についても着目する。

①『基礎的素養J:この領域に分類された内

容は幅広く、校外研修で取り組まれる項目数も

他の領域に比べて圧倒的に多い。類似する項目

を整理すると、「特殊教育/特別支援教育の現状

と課題」、「教i':i!iに求められるもの」、「学校組

織J、f障害種・各校種の教育j、「重度・重俊障

害」、「訪問教育J、「病弱児J、「医療IYJケア寄っ、

「他機関との連携」、「不適応行動・ことばのJllt

れj、「発達障害j、「福祉J、「その他」に分けら

れた。その仁!こiから変選が認められた項目につい

て、 TabJe2に示した。

f基礎的素養jには、公教育の役割や教育課

題の解決に向けた取り組み等、学校教育の根Îiîi~

となる内容が含まれる。 I~Iの施策である 2 つの

出来事にj主目すると、平成 19il三BiI後は、特別

支援教育制度施行にII:IJけた項目の変化が目立っ

た。平成 15年度より「特殊教育」から「特別

支援教育Jへと名称が変更され、現;Ikと課題に

関する研修が複数の:rl~I I~I にわたり突泊された。

- 96-



特別支援学校教員の初任者相|修における実胞内容の変~

Tabfe 2 基礎的素養に|期する研修項目の変遷

基礎的素養 H9 10 
墜1塑1112 13 14 18 19 20121 22 ZH24125i叩7128

の特特殊整の宣特の現状と課題 幽
本県 殊教育の現状と課題

現 ~IJ
今、特殊教育に求められるもの

状支
特殊教育の課題

と援
本県特別支援教育の現状と課題

課教
特別支援教育の課題

題育
特別支援教育に望むもの

ら教

れ師
特殊教育諸学校の教師に求められるもの

るに特殊教育諸学校/特別支援学校の教師として(の課題)
も求

のめにれからの)特別支援学校の教師にもとめられるもの

重重度重複障害児の理解と指導 玄麹

障f住重度・重複障害児の指導の実際

ロ重重度・重複障害児の理論と実際

複重度・重複障害児の指導

ケ医障害児教育における医学的配童 極圏

ア捜 医療におけるケースカンファレンス 箆霊室翠iil2l

等的本県の産療的ケアの制度と実際

の他寄宿舎との連携

連機センター的機能としての連携
携関

と地域との連携の実際

発 自問的傾向のある子

達 LD・ADHD'!笥機能自閉症児等の理解と支援

障 自閉症児の理解と支援
，ζe包コ4、

発達障害等のある児童生徒の教育

平成 16年度より iLD'ADHD .高機能自閉症

児等の翌日解と支援」が実施されるなど発達障害

に関する項目が市l]み込まれた。また、「他機関

との述携Jでは、センター的機能に関する初f修

や地域との連携など、 j主携対象の広がりを見せ

?こ一口

2つの出来事に注目した場合に、特殊教育諸

学校/特別支援学校のみの課題ではなく 、小学

校等における今EI(19かつ喫緊な課題となってい

ること から、 小学校等における初任者研修の実

施項目の変遷に注目する。 小学校等では、平成

14年度か ら「特別な配慮を要す る子どもの理

W(Jが登場し、平成 16年度からは特殊教育諸

学校と |百j様に発迷|埠筈に|主jする州修が実施され

た。

また、特殊教育諸学校/特別支援学校では養

護学校教育の義務1I11J以降、;l己主生徒の障害の震

度化、走後化が進んでいる。 このことに対応す

t 

(臨塁塁翠

" 
l墜翻

医麹

~ 
? i I 

同~"

墜霊室 京

t 

箆諮翠忍 ! 
s 

. 1 、

逗酌働九 ， 切4軍

医霊翠

‘ i 
戸

る研修項目として、重度 ・重複障害に関わる項

目が、名称、こそ変わっているものの内容として

は平成 11年度から今日 まで継続的に取り扱わ

れている。 児童生徒の障害の重度 ・重複化とも

関連の深い医療的ケアは、平成17年度よ り「本

県の医療1'19ケアの制度と実際Jが導入され、継

続的に実施されている。

⑦『学級経営j:分類された項目は「学級経

営とティ ーム ・ティ ーチ ングJのみであり、

平成 16年度から平成22年度まで笑施さ れた

(丁'able3)。

③『教科指導j:主に 「学校参観jや「研究

協議Jが挙け、られた (Table4)。校外学習では

特殊学級/特別支援学級や、特殊教育諸学校/特

別支援学校など、協力校での授業参観や研究協

議の機会が多く見られた。平成 9~I三 j交のみ 、 I生

活単元学習」や「遊びの指導」に関する 内容が

実施された。I:EIの施策 との関連について、平成
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Table 3 学級経常に関する研修項目の変選

学級経営
学級経営とティーム・子ィーチング

Table 4 教科指導にIUJする州イl多項目の変選

教科指導 H9! 10 11! 121 131 14i 15116117118 19 I 20 j 21 i 22 : 23 ! 24 : 251 26 I 27 ; 28 
特殊教育諸学校参観または研究会 医忍~
への参加2
特殊教育諸学校または異校種参観 F需甘言宅

業 肢体不自由養護学校参観、研究協議 同余ー， (協力校)
観 特殊学級等授業参観、 研究協議(協

力校)
研 聾学校参観、 研究協議(協力校) 区D

ηy恒u 特殊教育諸学校/特別支援学校授
業参観、研究協議(協力校2校から1

j義 校選択)

小学校の通常の学級及び特別支援

学級の授業参観、研究協議

び生 翠萄生活単元学習の指導
の単

十旨・
遊びの指導 国2Ifl

導遊

23年度から 「小学校の通常の学級及び特別支

援学級における授業参観Jが登場-した。

④『養護・ 訓練/I~I JL活動j:国の施策である

2つの出来事に注目すると 、王子成 11年度の学

習指導要領改訂により成立した 自立活動に|立jす

る研11多項目は、平成 11年度から毎年度認めら

れた (Table5)。 臼立活動の指導にあた って作

成が位置付けられた11t!)JIJの指導計画に |刻して

は、 自立活動成立前年の平成 10年から扱われ、

I~I ~立活動と同慌に継続的に実施されている 。 個

別の教育支援百十回に関する内容は、平成 17年

度以降継続して位世づけられていた。

学校教育の課題への対応として、心型I!検査や

アセスメントに!立!する項目が一覧会して収り 上げ

られた。平成22年度 までは心理検査名が具体

的に挙げてら れているほか、「心J:m検査実施上

の辞意点Jや、「アセスメン トの意義jなどが

詐キ111に扱われていることは特徴的で、ある。近年

は具体的な検査法を |限定 しない傾向が認められ

た。

⑤ 『道徳・ 特別活動 ・総合的な学習の 11寺IIJj. 

生徒指導j: I~ I の施策であ る 2 つの出来事に注

目する と、 平成 11年度前後は、['特)JIji'{i ill)J Jに
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おいて「交流教育Jに|刻する項目が複数見られ

た (Table6)。平成 19年度前後は、 『特別活動J
の「交流及び共同学習」について、各学校のllY.

りおiみを事例から学ぶ{初州所り出叶ffl修i彦多 も実施されていた O

fれ刊Eヨl三:.?j，
導導A を合む 「キヤリア教7育寺寄uについて11良Xり志刻組11まれ

ていた。

『道徳Jにi刻する校外相1:11多は 平成 28~ !三 )支の

「特別支援教育にお ける道徳教育J1 ITIIのみで

あった。『特別活動』 の「集団宿泊学習jにつ

いて も平成28年度にl.=uあした。本{りr先で得ら

れた資料ーか らは特殊教育および特別j支援教育に

おける 『総合的な学習のH引間jに|刻する項目は

認められなかった。

(3)若手教員研修としての 2年次 .3年次iiJf

修の提起 :近年は初任者研修を複数年で継続実

施する{頃向にある(花本 .J手EEI，2013) 0 1~1i合体

Aは、平成24年度より初任者iiJf修と 21，1::次 .3 

I，r次研修を含め 「若手教員初r修」 として梢成 し

ている。

①特別支援教育分野における 2~ I三 次 ・ 3 1， 1三 次

研修の概w: 法手教員研修の I~I (I~ は 3 年 11日の研

修を通して、「実践的指導力と使命感を養 うと
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Table 5 養護 ・訓練/自立活動に関する研修攻目の変選

養護・訓練/自立活動 的 10111112113 ! 14115116117118119120 121 1221 231 241251261 27128 
養養護fi11練の現状と課題 E~ 1 1 I 1 1 1 I I 

自護身体の腕と心の動き環境の認知 Z i ! i ! ! 1 1 1 1 1 1 i i 
立 e 養護Ji11練の指導 障認 I i i ! I 1 I I I I I 
活訓養護・訓練の意義と内容 ! 陣~ ! ! i I i i i 
動練 自立活動の意義と内容 i 

/自立活動の指導の実際 | 
個個別の指導計画に基づ、く指導の実践 皇室密翠 ! j 

計見IJ個別の指導計画に基づく指導の実際 医亙~
酉の 個別の指導計画に基づく指導 ! 

個別の指導計画に基づく授業の実際 | 

ゼ1tr+じ 個別の教育支援計画と個別の指導 | 

計画 i 
田中ピネ知能検査 i _! 

IlU;、DAM人物画知能検査 Z~~ ).，.""，""""." ""'; "'li ，i~qiA，"i'i';9k''''':i''''þ~ i，Ù.. +';W""，，[ 

理 S-M社会生活能力検査 .'-'"".;:."..";，，，1 F"-_h "，2，，'，"，2，""'."""''';，'' ""，+ ~". ; ，.@"""p" ，~' l i ! 

2大脇式知能検査等 盟理一区三忍 I i 1 I I 1 ; i 1 ! 1 I 
心理理検検査査の種類 i i I i 
心 の特徴と実施上の留意点 ! 置 ! 

:指導のためのアセスかと指導法 ~ I ! ! i i I i 1 I i I 1 I i 
心理検査の種類と実施上の留意点 i 

~ IK-Â~~等各種心理検査の方法 1 固 い市川ゆ1 : I I! i ! I I I ! 
WISC-ID I ーEァ一一一2一ー一 ，3;'5'\:Þ'~.;':""~:;-ì.::Pt~J，~1~"â，:.，，;?.:，~ ::，.;~.;?:.;_.J:~jå2"，，::<-'!;;;;:;~::.~ i 

ノ 心理検査とアセスメント : 1 ! I 

ト アセスメントの意義と方法 i I I 1 I 

Table 6 道徳 ・ 特別活動・総合的な学WI の H寺 1111 ・ ~I ::_従指導に |立!する研修項目の変遷

道徳・特別活動・総合・生徒指導など H9110 11 112; 13! 14! 15i 16! 171 18 19 I 201211 22 23 24! 251261 27 ! 28 
道

特別支援学校における道徳教膏
{恵

交流教育 区三玄~

交流教育の実際 豆沼

本校の交流教育への取り組み
特 本校の交流教育及び共同学習への
日IJ 取り組み
j吉 父流及び共同学習(の在り方)
動

特別支援学校における集団宿泊学習

特別支援学校における集自宿泊学習

の在り方
生 特別支援学校におけるキャリア教青
徒 と進銘指導

主‘世干
特別支援学校におけるキャリア教育

ともに、幅広い知見を待させるjとして{りf修を

ー イ*(I~ に位 li立づけた。 2 :q'::jく教員に対しては「主

に J受業力の育成を I~I る j ことを、 3 :fl三次教員に

対しては 「主に限j選対応力の育j主を@る」とし、

I (~H J詰 (1旬、情造 (I~ に|ミI (I~ の設定を行っている 。 2

11三次 ・3{I三次研修の校外iiHfl多はそれぞれ 21:111日

で偶成される。第 1EIは 6月頃、第 2I ~ I は 1 月

頃に尖施されており、校外研修第 1EIと第 21=:1 
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の1M]に、 校内研修において授業実践を行 うこと

が想定された。

②特別j支援学校における 2{I:':jく・3年次研修

の実施内容 :2年次研修では 「アセ スメン トj

に関する内容や「授業実践におけるティーム・

ティーチング」に重点が泣かれていること が読

み取れた。 3:ff-jく研修では「授業づくり」 と「授

業許1，lIiJについて取 り組まれていた。実施内容
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から、 2~l三次. 3年次研修を通して授業実践力

を養うことが目的であり、継続的な砂f11多を体系

イヒすることで、初任者研修で、培った知識を実践

に生かし、改善していく機会が提供されている

ことが示されたO

W.考察

1 .初任者研修制度導入時における特殊教育

諸学校の特徴

初任者研修flilJ度は平成元年度の小学校からJIIN

次導入され、特殊教育諸学校は基本(lヲに小学校

等の領域に準拠しつつも、 f養護・訓練jの領

I或が付加されたところに、特徴を見出すことが

できる。養護・訓練が成立した昭和46 3月

告示の学習指導要領では、総Fj!Jにおいて「養護・

訓練の11寺1M]はもちろん、学校の教育活動全体を

通じて適切に行うものとする。特に養護・訓練

のH寺171]における指導は、各教科、道徳および特

別活動と密接な関連を保ち…Jと示されたこと

から(安藤， 2001)、年1M]碍f1l多項目例にも『教科

指導Jとの領域横断jj0な位置づけがなされたも

のと考えられる。研修項 1~li授業の参観と実施」

は、校内研修において養護・訓練と各教科等の

関連をおさえながら実施することが求められて

いるため、小学校等よりも -IITl多く設けられた

と想定される。校外研修における理念1~10 な研修

と校内研修における実践的な取り組みの関連が

重要であると示唆が得られた。

2. 自治体Aにおける特殊教育/特別支援教

育の初任者研修(校外研修)の変遷

(1) IJfIの施策動向との関連から:平成 11il:: 

特殊教育諸学校学習指導要領の改訂前後の研修

項目の変化として、 il~1 立活動」や「個別の指

導計画」に関する内容が登場した。この改訂は

小学校学習指導要領等との初めての同時改訂ーで

あり、交流教育に関わる規定を小学校等の学習

指導要領等に盛り込むことができた(安藤，

2016)。このことにより、平成11年前後に「交

流教育」に i却する研修Jl~I I~I が複数認められ、

i努j'10な内容が組み込まれたものと考えられる。

しかしながら問自治体の小学校等の1i3Iイl多項目に

は、「総合的な学習の11寺Ilむに関する捌修項目

が創設された一方で、直接的に交流教育に関す

る項目は認められなかった。

平成 19年度前後の特別支援教育制度への転

換に伴う変化にi却して、「学校教育における現

状と諜題jについて制度転換前ーから対応がなさ

れた。 王子JiX;16 {I三)支から「発迷i埠:害jにl持する

研修項目が笠場するとともに、小学校等の初任

者研修においても向時期から取り扱われ、新た

な課題への対応が急がれた。平成21年度の学

習指導要領改訂に伴い「交流及び共同学習jや

「キャリア教育」などに関する研修項目が組み

込まれた。また、 i1!ul別の教育支援計画jは、

平成 15~1:: 3月「今後の特別支援教育の在り方

について(最終報告)Jにおいて、障害のある

児童・生徒に対して策定することが示された

(文部科学省， 2003)。特殊教育諸学校は、平成

17年度までに 11~1 別の教育支援計画を作成する

ことが義務づけられ、自治体Aはこれを受けて

平成 17年度以降に継続して i11ul加の教育支援

計画」にi却する項13を位置づけたと考えられる。

この改訂では小学校等学習指導要領に、 11~11JIJ の

指導計画及び個別の教育支援計画にかかる規定

を25り込んだ(安}接， 2016)が、自治体Aの校

外研修では認められなかった。

(2)国の施策との関係によらず児童生徒の実

態等に応じて継続的に実施された研修の変選:

自治体Aでは平成 11年度から「重度・重複|笥

害児」に関する研修項目が組み込まれた。平成

10~1:: 頃からして養護学校や特殊学級に在

籍する児童生徒がl';g1Jnする傾向が認められ、特

殊教育諸学校に在籍する児童生徒の障害のllt

度・重複化がさらに進んだとの指摘がある (WIJ

本， 2016)。このJJL:lkを踏まえて研11多項目にキ11

み込まれたと考えられる。 1埠害の重度・重後化、

多様化への対応は現行学習指導要領改訂のポイ

ントにも挙げられており(安藤， 2016)、自j合体

Aにおし，、ても継続的に実施されている。

また、 I~I ?合体Aでは王子JVZ17 ~I三)支より「本県

の医療的ケアのílJlJ 度と実 l;fï~J が導入され、継続

して実施されている。文g:lqq与:省による医療(10
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ケアの対応にl刻するモデル事業を経て、厚生労

働省が平成 16:11三10月に「富・聾・養設学校に

おけるたんの吸引等の取扱いについて」を発l:U

した(厚生労働省， 2004)。規定された条件のも

と、特別支援学校の教員が実質的迷法性1m去IJの

考えに ~i~づき医療 I~I~ ケアを行う万向性がとられ

たことから、初任者HiJHI多で扱うようになったと

考えられる。 王IL成24ゴ|三度より制度一仁実施可能

になり、医療 (I~ ケアに|刻する都道府県教育委員

会の対応義務として体制整備の必安性が位置付

けられた(文部科学省， 2011)。このことから、

都道府lfLとしての実施方針や知識の提供を行っ

ていると考えられる。

『学級経営Jに!刻して、文部省(1992)の年間

研修項目例にも「学級組織の作り方Jにl刻する

JH I ~l 例が挙げ られ、 I~I 治体Aで実施された

「ティーム・ティーチングjに関する研修項目は、

特殊教育及び特別支援教育の特徴であることが

示唆された。平成23年度以降扱われていない

ことについて、 2年次iiJr修の内容に「ティーム・

ティーチングjが取り上げ、られていたことから、

異なる機会で実泌されるこ とになったと 考えら

れる。

アセスメントに|刻する州市多は平成 4年時点か

ら取り ー1-ーけ、られてきたが、近年は具体的な検査

法を限定しない傾向が認められた。子どもの耳目

併のための診断・アセスメントは多くの情報を

もとに行われ、 ICFの枠組みでアセスメントを

考えると 、心理II検査や医学n~検査情報だけでな

く、家族や教員からの情報や行動観察などによ

り環境 I~I子と個人因子を捉えることが求められ

る(前)11， 2016) 0 1りf修項目の変化の背景には、

多様なアセスメ ントが求められる教育実践の課

題が反映されたものと考えられる。

(3)若手教員研修としての 2:11:::次.3年次研

11多:大槻 (2011)によると、王IL}~文 21 年度現在 12

J，f・3{j?-経験者側修を実施している教育委員会

は、都道府県で34_0%、指定都市で70_6%Jで

あったO 文部科学省 (2015)においても、経験

年数の浅い教員に対する研修をとりわけ重視し

ており、校内研修との|共j述をふまえた初任者研

修の弾力 I~(J な述 rli を促している。自治体A の笑

施内容か ら、 2{I三次.3 :1'1三次の校外研修では、

より実践的な内容が取り去lJまれていた。初年度

の基探とな る女U~哉 ・技能からの系統性と校内研

修とのつながりを意識することが重裂であると

j){えられる。

v.本研究のまとめと今後の課題

1開特殊教育諸学校及び特別支援学校におけ

る初任者研修実施内容の変遷

初任者-1i)f修項目の変避を、文部省が導入11寺に

示した枠組みに沿って分類し、学習指導要領改

訂や特別支援教育制度転換という:lli:~な出来事

に着目して分析したと ころ、 校外州:修において

I収り上げられる内容は、制度II!il央に伴う新たな

学校教育の諜題に対応すべき事柄について網羅

する特徴が作認された。特殊教育及び特別支援

教育に関わる内容としては、 I~I 立活動の成立や、

iWIlJIJの指導計間作成、特別支援教育ilJlJ度への転

換、交流教育当日が特徴として認められた。

一方で、上記の施策動11IJとは別に、学校教育

の課題に対応するため研修項目に組み込まれた

ものも認められた。具体的には児叢生徒の障害

の重度・重俊化や多様化に合わせた、重度・重

複障害児に対する指導の在り方や、アセスメン

トの捉え方などである。

また、 平成28年度に新しく創設された出:{I多

項目も認め られた。 このことについては、新た

な国の施策動向や学校教育の現状を踏まえた検

討が必要であるため、現段階では十分な議論は

できなし、。今後関連の施策等の動向を雌認した

し、。

2.初任者段階からの連続的な研修体系およ

び校内研修・自主研修との関連の重要性

校外研修で扱われる内容の変遂をみると、項

目数はI自力11しており、今日に求められる謀題の

多様さから、内容が多様化・複雑化したことが

示唆された。各答申においても初任者段階から

の研修体系の充実が強調される一万で、花本 ら

(2013)は初任者研修の課題として、「初任者研

修の多くを 1 ~:ï める網縦的知識の伝授は消化不良
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を引き起こす可能性が高い」ことや「校内研修

と校外相fイi多のつながりがない」ことを挙げてい

る。 2{j三次.3 {j三次:fi)F修の導入など長期的な仰i

修体系の整備を行い、校外研修における基礎的・

~jI~本的な知識技能の溜符と、校内研修や I~I 主研

11多とのつながりを意ii故することが求められてい

るといえる。一方で、近年の研修HJljJ支の義務化・

体系化により「研修は行政機関による職務とし

ての{計修という性4容を強めていったJ(名@i)II.

波法， 2014) との指摘があり、校外1iH修の体系

化だけが進むことで教員の協働性・主体性が希

薄化してしまうおそれもある。今回の資料ーから、

学級経常や教科指導など、校外研修と校内研修

の述続性が求められる領j或が認められたo ilJIJ J支

fとされた初f修だけでなく、学校独自の課題解決

を主とした校内研修(今津， 2012) によって協

働組;を高めるとともに、 I~I 主研修の充実によっ

て教員一人-人の専I!lJ性を向上していくことが

求められている。

3盆本研究の摂界と今後の課題

特殊教育及び特別支援教育の特徴として挙げ、

られた養護・訓練や自立活動などはその性格_I二、

校外研修だけでなく、校内研修や1:1々 の教育実

践の全体を通じて教科・領域等とのi均述をおさ

えることが重要となる。本研究は文部省(1992)

が示したf浜域をJlい、ており、作成要領では必要

に応じて領域間の統!交合を行うなど柔軟な対応

が示されたが、本研究では領域III}の関述につい

ておさえることに不十分さが残った。今日、特

別支援教育やインクルーシブ教育の推進に向け

て、 I~I 立活動の意義と教科等との!主j述を踏まえ

た視点は、特別支援学校にとどまらず、地域の

小学校等の教育においても主要となろう。校外

研修と校内1i)F修の!共1:述、各教科・領域IIIJの関述

を充実させるためにも、都道府県教育委員会等

による校内研修の方向性の示し方と、各学校が

1~ll交の特徴を反 iりとしたうえで位淀付ける校内側

{与を明らかにすることが今後の重姿な課題であ

る。
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In-service Training Program for Novice Teachers of Special Needs Schools: 

Focus on Off-the-Job Traininσof a Prefectural Board of Education 
ー

Yukari UTSUMI* and Takao ANDO件

This study ail11ecl to investigate the content changes 01' novice teachers' training pl・ogral11sf01・special

needs schools ancl disCllSS the annllal plan devisecl by one prefectllral board 01' eclllcation. This progral11 

was introduced in 1992 in .lapan. The Ministry 01、Education，Cultllre， Sports， Science and Technology 

1"01・mlllatedguide1ines 1'or the progral11. Each of the boards clevised their annllal plans 1"ollowing these 

guidelines. The program has on-and olT..the寸obcOl11ponents.τhe 1"ocus and reslllts 01" the o1"1"-theてjob

cOll1ponent are implell1enting swift changes in the progral11 as per national policies and requirell1ents in 

the special needs education system and ll1edical care as well as solving Cllrrent special needs education 

problell1s， with special focus on providing edllcation 1'or children with severe and ll1ultiple disatヲilities.

Currently， the duration 01' the program is three years. The content 1'or second and third year cOl11prises 

many practical activities to help improve teaching skills. The results showed that the of1三the-job

training component helps in provicling 1'llnclal11ental knowledge and improving teaching skil1s. Further， 

a 1"llture consideration 01' the study is to link on-and off-the陶jobcOll1ponents 

Key words: novice teachers training， of下the-jobtraining， teachers 01' special needs schools 
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